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告
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第
三
百
四
十
二
号

平
成
四
年
四
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
三
百
八
号

(

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員

の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
知
事
が
最
低
限
度
額
と
し
て
定

め
る
額
及
び
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事
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村
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吾
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る
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年

齢

階

層

最
低
限
度
額

最
高
限
度
額

二
十
歳
未
満

四
、
五
七
五
円

一
三
、
二
五
五
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
一
一
五
円

一
三
、
二
五
五
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
七
七
七
円

一
三
、
八
三
七
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
三
四
九
円

一
六
、
七
一
二
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

六
、
八
四
四
円

一
九
、
四
五
四
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

七
、
〇
八
八
円

二
二
、
三
六
二
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

七
、
〇
一
六
円

二
三
、
九
一
六
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
六
一
二
円

二
四
、
九
〇
〇
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

五
、
九
〇
六
円

二
三
、
四
九
九
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

四
、
六
三
四
円

二
〇
、
三
六
四
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

四
、
〇
三
〇
円

一
四
、
四
一
九
円

七
十
歳
以
上

四
、
〇
三
〇
円

一
三
、
二
五
五
円
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
表
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
期
間
に
係
る
傷

病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
又
は
遺
族
補
償
年
金

(

以
下

｢

年
金
た
る
補
償｣

と
い
う
。)

及

び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
月
前
の
期
間
に
係

る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

平
成
八
年
五
月
十
五
日
青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号

(

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職

員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
金
額)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中

｢

十
万
四
千
九
百
六
十
円｣
を

｢
十
万
四
千
七
百
三
十
円｣

に
、

｢

五
万
六
千
九
百
三
十
円｣

を

｢

五
万
六
千
七
百
九
十
円｣

に
改
め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す

る
状
態
の
項
中

｢

五
万
二
千
四
百
八
十
円｣

を

｢

五
万
二
千
三
百
七
十
円｣
に
、

｢

二
万
八
千
四
百

七
十
円｣

を

｢

二
万
八
千
四
百
円｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
表
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
期
間
に
係
る
介

護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
月
前
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量

(

一
等
磁
気
測
量)

二

作
業
期
間

平
成
二
十
二
年
五
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
五
日
ま
で

三

作
業
地
域

上
北
郡
横
浜
町

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

�
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
賃
貸
借

(

レ
ン
タ
ル)

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

日
本
電
子
計
算
機
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
の
一

六

契
約
金
額
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八
千
十
八
万
六
千
四
百
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
二
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

�
電
子
計
算
機
等
の
賃
貸
借

(

リ
ー
ス)

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
二
九
の
一
一

六

契
約
金
額

四
千
三
百
四
十
三
万
三
千
四
十
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
二
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

電
子
計
算
機
に
よ
る
業
務
処
理
委
託

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
青
森
電
子
計
算
セ
ン
タ
ー

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
三
九
三
の
二
七
〇

六

契
約
金
額

五
千
百
八
十
六
万
四
千
百
二
十
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
二
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た
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も
の
で
あ
る
。

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

弘
前
市
及
び
む
つ
市
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
�

田
村
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

東
青
地
域
県
民
局
長

小
田
桐

文

彦

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廻
堰

大
溜
池
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
二
年
四
月
十
四
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

西
北
地
域
県
民
局
長

小

野

�

昭

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
赤
石

川
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
二
年
四
月
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

西
北
地
域
県
民
局
長

小

野

�

昭

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
田

川
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

西
北
地
域
県
民
局
長

小

野

�

昭

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
広
田
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市
町
村
名

大

字

名

小

字

名

弘

前

市

小
沢

蟹
沢
の
一
部

大
開
大
開
西

む

つ

市

松
山
町
の
一
部

金
谷
一
丁
目
の
一
部

田
名
部

松
山
の
一
部

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

青
木

繁
一

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
阿
弥
陀
川
字
汐
干
八

の
一

平
成
��･

�･

��



( )

堰
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

西
北
地
域
県
民
局
長

小

野

�

昭

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

西
北
地
域
県
民
局
長

小

野

�

昭

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
滝

沢
平
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

上
北
地
域
県
民
局
長

小

林

巧

一

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
赤

沼
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

上
北
地
域
県
民
局
長

小

林

巧

一
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土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

二
十
一
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業一
〇
―
一
〇
二

深

浦

町

平
成
��･

�･

��

〃

農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業一
〇
―
一
〇
三

〃

〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃

沢
居

勝
雄

沼
山
福
之
助

上
北
郡
東
北
町
字
狼
ノ
沢
一
六
の
二

〃

〃

字
滝
沢
平
二
の
一
三
八

平
成

��･

�･

��就
任

��･

�･

��退
任

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃監

事

〃理

事

〃〃〃〃監

事

〃

河
津

吉
大

沼
岡

晴
男

豊
川

毅

松
田

滝
見

東

明
彦

後
沢

弘
毅

豊
川

恒
雄

河
津

吉
大

沼
岡

晴
男

豊
川

毅

松
田

滝
見

東

明
彦

後
沢

弘
毅

豊
川

恒
雄

十
和
田
市
大
字
赤
沼
字
上
川
原
二
七
の
三

〃

〃

字
明
戸
一
〇
九
の
一

〃

大
字
切
田
字
向
切
田
一
三

〃

大
字
相
坂
字
白
上
三
一
四
の
一

〃

大
字
赤
沼
字
下
平
二
四
二
の
一
〇
六

〃

〃

字
上
川
原
二
一
の
一

〃

大
字
切
田
字
岩
ノ
上
七
の
一

〃

大
字
赤
沼
字
上
川
原
二
七
の
三

〃

〃

字
明
戸
一
〇
九
の
一

〃

大
字
切
田
字
向
切
田
一
三

〃

大
字
相
坂
字
白
上
三
一
四
の
一

〃

大
字
赤
沼
字
下
平
二
四
二
の
一
〇
六

〃

〃

字
上
川
原
二
一
の
一

〃

大
字
切
田
字
岩
ノ
上
七
の
一

平
成

��･

�･

�就
任

〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
赤
沼

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
二
年
四
月
十
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

上
北
地
域
県
民
局
長

小

林

巧

一

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥
瀬

堰
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
二
年
四
月
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

上
北
地
域
県
民
局
長

小

林

巧

一
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